
情報倫理教育の確立 について

情報処理センター所長 今 泉 重 夫

「情報化 とは、情報を物質、エネルギーに次 ぐ第三 の要素 として認識 し、その生成、加

工、伝達、蓄積、利用 を意識的に行 なお うとす る活動 の総体 である」 と定義 されている。

最近、高度情報化社会 と情報化はますます進展 し、 この変革が教育研究の分野 に大 きく影

響 を与えて、 コソピュータを中心に した 「情報処理教育」か ら、もっと広い視点に立った

「情報教育」へと移 って来た。その中で、

(1)情 報の科学的研究分野への浸透

(2)ニ ュー メディァなど情報技術の発展

(3)ネ ットワー ク社会の定着 とその脆弱性の認識

(4)情 報倫理教育の必要性

の四点が大切であると指摘 されて久 しい。1)近年、通信技術革新や情報 ネ ッ トワ0ク ・シ

ステムの構築 によ り、それ らは、国内より国際的へと広がって来た。高度 に情報化 された

社会の発展は、われわれ人間社会 に対 して 「光 と影」を形成 しつつある。情報の影の問題

は、光の部分の増大 に伴い、次第 に拡大化 され大 きな社会問題にな りつつある。今後、情

報化社会における光の部分 を助長す ると共に、影の部分を可能 な限 り抑止 しこれを予防す

る必要 がある。 この問題を考えるとき、必然的に人間の存在 とその倫理のあり方 を問わざ

るを得 ない。

本学 も、教職員、大学当局の理解 と支援、文部省 からの諸助成をいただ き、情報(処 理)

教育が順調に進展 して来た。 さらなる高度情報化社会 に対 し、大学 として も社会に対す る

情報教育の役割の大 きさを認識 し、情報倫理教育 を実施 しなければならない。それ には、

高度情報化社会で起 きた具体的事例などをあつかい、その法的問題 との関連か ら総合的な

教育を進め ることが必要であると考 えている。
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